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掛川市条例第３０号

掛川市立学校体育施設等使用条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２９年１２月２１日

掛川市長

（別紙）
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掛川市立学校体育施設等使用条例の一部を改正する条例

掛川市立学校体育施設等使用条例（平成17年掛川市条例第165号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

１ 屋内運動場使用料 １ 屋内運動場使用料

学校名 使用時間 （略） 学校名 使用時間 （略）

大型 栄川中学校、東中学校、西中 （略） 大型 栄川中学校、東中学校、西中 （略）

学校、桜が丘中学校、原野谷 学校、桜が丘中学校、原野谷

中学校、北中学校、西山口小 中学校、北中学校、西山口小

学校、城北小学校、第一小学 学校、城北小学校、第一小学

校、中央小学校、桜木小学 校、中央小学校、桜木小学

校、西郷小学校、城東中学 校、西郷小学校、城東中学

校、大浜中学校、大坂小学 校、大浜中学校、大坂小学

校、大須賀中学校、横須賀小 校、千浜小学校、大須賀中学

学校 校、横須賀小学校

中型 日坂小学校、東山口小学校、 （略） 中型 日坂小学校、東山口小学校、 （略）

上内田小学校、第二小学校、 上内田小学校、第二小学校、

曽我小学校、和田岡小学校、 曽我小学校、和田岡小学校、

原谷小学校、原田小学校、倉 原谷小学校、原田小学校、倉

真小学校、土方小学校、佐束 真小学校、土方小学校、佐束

小学校、中小学校、千浜小学 小学校、中小学校、大渕小学

校、大渕小学校 校

備考 （略） 備考 （略）

附 則

１ この条例は、平成30年３月１日から施行する。

２ 改正後の掛川市立学校体育施設等使用条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)

以後における使用許可に係る使用料から適用し、施行日前における使用許可に係る使用料については、

なお従前の例による。


